
２年生　保護者様

 

　　　　　このことについて、令和６年度４月からの第２学年の授業料及び諸会費の口座振替額と振替日を通知

　　　　します。

　　　　　授業料については、就学支援金の受給認定をされなかった世帯について下記のとおり、納入をお願い

 　　　します。

　　　　　また、申請書類と個人番号利用による課税状況にもとづき認定事務作業を行うための期間（4月～10月）を

　  　納入猶予期間とし、１１月～２月までの４箇月で３箇月分ずつ納入していただくことになります。

　　　　　就学支援金受給認定は、４～６月分まで確定済みですが、７月～７年６月分を令和5年分の課税状況に

　　　もとづき行います。その結果、受給認定された場合は授業料について負担はありません。

　　　　　残高不足等による振替不能が生じないよう、振替日前日に指定口座の預金残高をご確認くださいますよう

   　　お願い申し上げます。

　　　　なお、諸会費（４～６月振替）については、全員納入をお願いします。

　

納入金内訳 ４月分 ５月分 ６月分 ７月分 ８月分 ９月分 10月分 11月分 12月分 １月分 ２月分 ３月分 計

Ｐ Ｔ Ａ会費 1,600 1,600 1,600 4,800

生徒会費 2,000 2,000 2,000 6,000

クラブ後援会費 4,000 4,000 4,000 12,000

進路指導費 800 800 800 2,400

４・５・６月分 ７･８・９月分 10･１1・12月分 １・２･３月分

29,700 29,700 29,700 29,700 118,800

合　　 　計 8,400 8,400 8,400 0 0 0 0 29,700 29,700 29,700 29,700 0 144,000

振　替　日 4月24日 5月16日 6月17日 11月18日 12月16日 1月16日 2月17日

令和6年4月10日

令和６年度授業料等学校納入金額及び口座振替日一覧表について

記

金額単位：円

授　業　料

群馬県立富岡実業高等学校長 　須川　史子

奨学生募集（群馬県教育文化事業団）について、事務室廊下に掲示しました。

高校在学中の奨学金です。家計基準など、詳細については事務室へお問い合わせ

ください。４／22（月）までにお申し出ください。申し込みには、住民票や所得証明書

等が必要です。

このほかにもいろいろな奨学金があります。お知りになりたい方は、事務室まで。

富岡実業高 事務室 ＴＥＬ０２７４－６２－０６９０


